
最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果

　監督指導結果の推移（平成19～28年、全国計）

年

19 20,362 1,399 6.9 33.4 56.0 10.7 299,402 4,241 1.4

20 19,550 1,318 6.7 34.7 56.5 8.8 310,782 4,081 1.3

21 9,743 833 8.5 32.5 59.7 7.8 150,126 3,393 2.3

22 13,559 1,055 7.8 34.2 57.6 8.2 192,080 3,482 1.8

23 14,298 1,481 10.4 41.3 51.8 6.9 201,362 5,275 2.6

24 13,644 1,139 8.3 36.9 55.4 7.7 185,260 4,056 2.2

25 13,946 1,343 9.6 40.9 50.7 8.4 190,386 4,079 2.1

26 13,975 1,491 10.7 39.6 51.5 8.9 182,548 5,716 3.1

27 13,295 1,545 11.6 40.1 52.2 7.6 161,377 5,262 3.3

28 12,925 1,715 13.3 39.4 51.7 8.9 166,570 5,590 3.4

監督実施事
業場の労働
者数

最低賃金未
満労働者数

最低賃金未
満労働者数
の比率
（％）

事
項
別

法違反の状況 法違反事業場の認識状況（％） 最賃未満労働者の状況

監督実施事
業場数

最賃支払義
務違反事業
場数

違反率
（％）

適用される
最賃額を
知っている

金額は知ら
ないが、最
賃が適用さ
れることを
知っている

最賃が適用
されること
を知らな
かった

第１回目安に関する小委員会 

資料１ ４２ページ訂正 


